
                           

【担い手農家の皆様へ】             《令和５年５月号》№178 
                         作成日：令和５年４月２４日 

   
【ごあいさつ】  

「ＪＡかとり」では現在、組合員の皆様へのタイムリーな情報提供や、活動内容を紹介するため、

経済渉外担当を中心に定期的な訪問活動を行っております。是非「営農情報」をご覧頂き、ご意

見ご要望がありましたら、担当職員へどしどしお申し付け下さい。 

 

《農薬散布後の止水管理》水田の農薬散布後は、7日間の止水管理を実行しましょう！ 

＊農薬散布後の落水やかけ流し、又は、畦畔からの漏水で農薬が水田から流れ出てしまって 

 は、効果が著しく低下するので注意しましょう。 

《水稲：これから注意を要する病害虫！！スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）》 
【防除法】：①水田内の貝の捕殺や水路の泥上げ。②水路からの進入防止のための取水口に  

   ネットを設置。③移植後の水田を浅水で管理し、食害を防止する。④薬剤防除：殺貝効果のある

登録薬剤「スクミノン」1～4kg/10a、「ジャンボたにしくん」1～2kg/10aの散布量 

《取り残しの水田雑草対策：中後期剤の選定》※使用基準を守って散布しましょう。 
中後期剤：レブラス 1キロ粒剤⇒ノビエと広葉雑草対策に！ホタルイに高い効果！！  

《水田 藻類の対策：近年、アオミドロや表層剥離が多発しています》 

モゲトン粒剤：藻類の発生時期に直接かかるように散布 

（予防効果は期待できません）収穫 45日前まで 3回以内 

 

《 令和５年産新茶の販売が始まります！ 》    

 令和 5年産新茶が販売開始となります。新芽の爽やかな味と香りをお楽しみください！ 

 ※銘柄により販売時期が異なりますので、お求めの際は 

お近くの経済センターまでお問い合わせ下さい。 

 

《 ★春夏感謝セール★ 》 
 食料品の中より厳選いたしました賞品を特別価格にて 

ご提供させていただきます！ 

 実施時期につきましては 5月下旬頃を予定しております。是非ともご利用ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

《人参について》 

＊本年も４月３日の出荷をもって秋冬加工人参の出荷が終了致しました。 

実績は約 607t（内フレコン出荷 320ｔ）となりました。ご協力ありがとうございました。 

今後は 5 月上旬より春夏人参の出荷が始まります。7 月上旬の出荷完了を目標に、適期収穫、調整

をお願い致します。また買取加工人参の集荷も予定しておりますので、詳細が決まりましたら各セ

ンターより発信を致します。 

 

《令和５年産米 経営所得安定対策用途別試算表》 

 ～成田市・神崎町・香取市・東庄町・多古町～ 

 別紙にて令和５年産米の試算表を作成いたしましたので、営農計画作成にお役立ていた

だけますようお願い致します。 

 

 

 

                                                

お茶 紫鳳 1KG お茶 白楽 1KG 

かとりの恵 720ML かとりの恵 
三年熟成原酒 720ML 

精米こしひかり 5KG 玄米こしひかり 30KG 冷やし中華 390G×4 

※掲載商品は変更となる 

場合がございます。 



 

  《令和５年５月号》  
作成日：令和５年４月２２日  

 

≪令和５年 大型連休 ATM稼働時間のご案内≫ 

大型連休中の ATMの営業につきましては、下記の通りになります。 

4/27 

（木） 

4/28 

（金） 

4/29 

（土） 

4/30 

（日） 

5/1 

（月） 

5/2 

（火） 

5/3 

（水） 

5/4 

（木） 

5/5 

（金） 

5/6 

（土） 

5/7 

（日） 

  昭和 

の日 

   憲法 

記念日 

みどり 

の日 

こども 

の日 

  

8：45～ 

19：00 

8：45～ 

19：00 

9：00～ 

19：00 

9：00～ 

19：00 

8：45～ 

19：00 

8：45～ 

19：00 

9：00～ 

19：00 

9：00～ 

19：00 

9：00～ 

19：00 

8：45～ 

19：00 

9：00～ 

19：00 

                           

緊急連絡先 

JAバンクキャッシュカード紛失協同受付センター TEL:043-202-1171 

 

 
≪「建物更生共済」のここがいい！≫ 
 
１． これまでの大規模自然災害でたくさんのお役立ちをしています。 

統計を取り始めた昭和４３年からの主な自然災害での建物・家財の被害にかかるお支払いは約５

４３万件、お支払い金額は約３兆円にもなります！ 

 

２． 契約後１０年間は掛け金が変わらない 

最長３０年間の保証もあります。 

 

※令和４年１０月から損保では火災保険料が引き上げとなります。保証期間は最長５年間に短縮さ

れました。 

ＪＡ共済は契約後１０年間の掛け金は一定で、最長期間は３０年と長く保障されます！ 

 

３． JAの建物更生共済は掛け金が全国一律なので千葉県在住の方はお得です。 

地震保険は、地域によって保険料が異なります。千葉県は地震保険料が最も高い県ですが、ＪＡ

共済は一律の掛け金なのでお得です。 

 

４． 地震保険の損害認定は｛全損・大半損・小半損・一部損｝の４区分となっています。 

認定範囲も主要構造部分のみ。ＪＡ共済は、ふすまや畳１枚から損害として計算するので小さな

損害ほど有利になります。 

 

※詳しくは JAかとり各支店共済窓口までお問い合わせください。 
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